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当スクールを利用する児童保護者の皆様 

学童保育ルーム いろは塾 

代表 栄野比 昌久 

 

【重要】学童保育およびいろは塾（習い事）実施における新型コロナウイルス 

感染症の拡大防止策に対するご協力について（お願い） 

 

日頃より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策につきましては、大変ご協力

をいただき、深く感謝申し上げます。 

新型コロナウィルス感染症については、変異株(オミクロン株)に置き換わり、ここ

にきて更に全国的に感染が広がっており、志木市においても、公式ホームページ等で

感染者発生の報告がされています。 

当施設といたしましても、「３密（密集・密接・密閉）」の濃厚接触を避けるた

め、引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を行ってまいります。 

従来からお願いしている点ではございますが、マスクの着用に関しては若干の変更

点も追加しました。下記について再度ご確認いただき、施設内外における感染拡大防

止策にご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１）登室前の体温の計測について 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、お子様については、必ず登室前（学

童保育利用者の場合は朝学校に登校する前）に検温を行っていただき、３７．５℃以

上の発熱や呼吸器症状など風邪症状がある場合は、お休みをしていただくようお願い

いたします。 

なお、発熱した場合は、解熱後２４時間以上が経過するまでは、当スクールをお休

みいただきますよう、お願いいたします。 

 

２）保護者ご自身へのお願い 

・お子様に体調の変化が見られない場合でも、同居のご家族に発熱や倦怠感、咳、喉

の違和感などの風邪の症状があり、普段と体調が少しでも異なる場合には、ご家族に

医療機関を受診していただくとともに、お子様の登室も控えていただきますよう、お

願いいたします。 

 

 

 



３）マスクの着用について 

当スクールを利用する際は、基本的にはマスクの着用をお願いします。 

 しかしながら、特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要

のない場面では、マスクを外すことを推奨します。詳しくは厚生労働省の「屋外・屋

内でのマスク着用について」の以下基準に従って活動して参ります。 

＜小学校から高校段階の就学児について＞ 

○マスク着用の必要がない 

 （屋外）他者と身体的距離が確保できる場合 

（例：離れて行う運動や移動、鬼ごっこなど密にならない外遊び）や、他者

と距離が確保できなくても会話をほとんど行わない場合（例：屋外で行う教

育活動（自然観察・写生活動等）） 

 （屋内）他者と身体的距離が確保できて会話をほとんど行わない場合 

（例：個人で行う読書や調べたり考えたりする学習） 

 

４）学級閉鎖・学年閉鎖等になった際の対応について 

お子さまが通学している学校において、所属するクラスや学年が学級閉鎖および

学年閉鎖等になった際には、児童自身が感染者でなくとも該当期間については当スク

ールをお休みしていただきますようお願いいたします。 

 

５）感染者及び濃厚接触者、ＰＣＲ検査受検に関わる情報提供について 

お子様や同居のご家族が次のような状況になった場合は当スクールをお休みしていた

だくとともに必ず事前に当スクールへご報告をお願いいたします。 

 

【当スクールへご報告いただきたい場合】 

対象者：児童や児童の同居のご家族 

内容：①対象者が感染者になった場合 

②対象者が濃厚接触者になった場合 

③対象者がＰＣＲ検査を受けることが判明した場合 

④対象者が受けたＰＣＲ検査等の結果が判明した場合 

 

※上記①～④の理由で、やむを得ず当スクールをお休みしなければならない場合は、

オンラインシステムZoomによる家庭学習や英会話の学習支援も可能ですので遠慮なく

ご相談ください。 

問合せ  学童保育ルーム いろは塾  代表 栄
え

野比
の ひ

 

Tel 048-485-1681 / Mobile 090-8742-2839 

E-mail   iroha.gakudou@gmail.com 


